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マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
指
針

（
平
成
十
三
年
八
月
一
日
国
土
交
通
省
告
示
第
千
二
百
八
十
八
号
）

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
三
条
に
基
づ
き
、

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
指
針
を
定
め
た
の
で
、
同
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
表
す
る
。

我
が
国
に
お
け
る
マ
ン
シ
ョ
ン
は
、
土
地
利
用
の
高
度
化
の
進
展
に
伴
い
、
職
住
近
接
と
い
う
利
便
性
や
住
空
間
の

有
効
活
用
と
い
う
機
能
性
に
対
す
る
積
極
的
な
評
価
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
設
・
購
入
に
対
す
る
融
資
制
度
や
税
制
の
整

備
を
背
景
に
、
都
市
部
を
中
心
に
持
家
と
し
て
定
着
し
、
重
要
な
居
住
形
態
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
一
方
で
、
一
つ
の
建
物
を
多
く
の
人
が
区
分
し
て
所
有
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
は
、
各
区
分
所
有
者
等
の
共
同
生
活

に
対
す
る
意
識
の
相
違
、
多
様
な
価
値
観
を
持
っ
た
区
分
所
有
者
間
の
意
思
決
定
の
難
し
さ
、
利
用
形
態
の
混
在
に
よ

る
権
利
・
利
用
関
係
の
複
雑
さ
、
建
物
構
造
上
の
技
術
的
判
断
の
難
し
さ
な
ど
、
建
物
を
維
持
管
理
し
て
い
く
上
で
、

多
く
の
課
題
を
有
し
て
い
る
。

特
に
、
今
後
、
建
築
後
相
当
の
年
数
を
経
た
マ
ン
シ
ョ
ン
が
、
急
激
に
増
大
し
て
い
く
も
の
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
か

ら
、
こ
れ
ら
に
対
し
て
適
切
な
修
繕
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
に
放
置
さ
れ
る
と
、
老
朽
化
し
た
マ
ン
シ
ョ
ン
は
、
区
分
所

有
者
自
ら
の
居
住
環
境
の
低
下
の
み
な
ら
ず
、
ひ
い
て
は
周
辺
の
住
環
境
や
都
市
環
境
の
低
下
な
ど
、
深
刻
な
問
題
を
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引
き
起
こ
す
可
能
性
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
我
が
国
に
お
け
る
国
民
生
活
の
安
定
向
上
と
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
に
寄
与
す
る
た

め
に
は
、
管
理
組
合
に
よ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
適
正
な
管
理
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
の
指
針
は
、
こ
の
よ
う
な
認
識
の
下
に
、
管
理
組
合
に
よ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
を
推
進
す
る
た
め
、

必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
マ
ン
シ
ョ
ン
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
形
成
は
、
日
常
的
な
ト
ラ
ブ
ル
の
防
止
や
防
災
減
災
、
防
犯
な
ど
の

観
点
か
ら
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
管
理
組
合
に
お
い
て
も
、
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法

律
第
六
十
九
号
）
に
則
り
、
良
好
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形
成
に
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
望
ま
し
い
。

一

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
基
本
的
方
向

マ
ン
シ
ョ
ン
は
、
今
や
我
が
国
に
お
け
る
重
要
な
居
住
形
態
と
な
り
、
そ
の
適
切
な
管
理
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区

分
所
有
者
等
だ
け
で
な
く
、
社
会
的
に
も
要
請
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
マ
ン
シ
ョ
ン
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
マ
ン
シ
ョ
ン
を
社
会
的
資
産
と
し
て
、
こ
の
資
産
価
値
を
で

き
る
限
り
保
全
し
、
か
つ
、
快
適
な
居
住
環
境
が
確
保
で
き
る
よ
う
に
、
以
下
の
点
を
踏
ま
え
つ
つ
、
マ
ン
シ
ョ
ン

の
管
理
を
行
う
こ
と
を
基
本
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。

１

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
主
体
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
で
構
成
さ
れ
る
管
理
組
合
で
あ
り
、
管
理
組

合
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
の
意
見
が
十
分
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
、
ま
た
、
長
期
的
な
見
通
し
を
持
っ
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て
、
適
正
な
運
営
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
特
に
、
そ
の
経
理
は
、
健
全
な
会
計
を
確
保
す
る
よ
う
、
十
分

な
配
慮
が
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
第
三
者
に
管
理
事
務
を
委
託
す
る
場
合
は
、
そ
の
内
容
を
十
分
に
検

討
し
て
契
約
を
締
結
す
る
必
要
が
あ
る
。

２

管
理
組
合
を
構
成
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
は
、
管
理
組
合
の
一
員
と
し
て
の
役
割
を
十
分
認
識
し

て
、
管
理
組
合
の
運
営
に
関
心
を
持
ち
、
積
極
的
に
参
加
す
る
等
、
そ
の
役
割
を
適
切
に
果
た
す
よ
う
努
め
る
必

要
が
あ
る
。

３

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
は
、
専
門
的
な
知
識
を
必
要
と
す
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
管
理
組
合
は
、
問
題
に
応
じ
、

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
等
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
の
支
援
を
得
な
が
ら
、
主
体
性
を
も
っ
て
適
切
な
対
応
を
す
る

よ
う
心
が
け
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

４

さ
ら
に
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
状
況
に
よ
っ
て
は
、
外
部
の
専
門
家
が
、
管
理
組
合
の
管
理
者
等
又
は
役
員
に
就
任

す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
場
合
に
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
が
当
該
管
理
者
等
又
は
役
員
の

選
任
や
業
務
の
監
視
等
を
適
正
に
行
う
と
と
も
に
、
監
視
・
監
督
の
強
化
の
た
め
の
措
置
等
を
講
じ
る
こ
と
に
よ

り
適
正
な
業
務
運
営
を
担
保
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

５

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
を
推
進
す
る
た
め
、
国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
推
進

セ
ン
タ
ー
は
、
そ
の
役
割
に
応
じ
、
必
要
な
情
報
提
供
等
を
行
う
よ
う
、
支
援
体
制
を
整
備
・
強
化
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。
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二

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
の
た
め
に
管
理
組
合
が
留
意
す
べ
き
基
本
的
事
項

１

管
理
組
合
の
運
営

管
理
組
合
の
自
立
的
な
運
営
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
の
全
員
が
参
加
し
、
そ
の
意
見
を
反
映
す
る

こ
と
に
よ
り
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
管
理
組
合
の
運
営
は
、
情
報
の
開
示
、
運
営
の
透
明
化
等
、

開
か
れ
た
民
主
的
な
も
の
と
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
集
会
は
、
管
理
組
合
の
最
高
意
思
決
定
機
関
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
管
理
組
合
の
管
理
者
等
は
、
そ
の
意
思
決
定
に
あ
た
っ
て
は
、
事
前
に
必
要
な
資
料
を
整
備
し
、

集
会
に
お
い
て
適
切
な
判
断
が
行
わ
れ
る
よ
う
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

管
理
組
合
の
管
理
者
等
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
の
目
的
が
達
成
で
き
る
よ
う
に
、
法
令
等
を
遵
守
し
、
マ
ン
シ

ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
の
た
め
、
誠
実
に
そ
の
職
務
を
執
行
す
る
必
要
が
あ
る
。

２

管
理
規
約

管
理
規
約
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
の
最
高
自
治
規
範
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
管
理
組

合
は
、
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
に
則
り
、
「
マ
ン
シ
ョ
ン
標
準
管
理
規
約
」
を
参
考
と
し
て
、
当
該

マ
ン
シ
ョ
ン
の
実
態
及
び
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
の
意
向
を
踏
ま
え
、
適
切
な
も
の
を
作
成
し
、
必
要
に

応
じ
、
そ
の
改
正
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
快
適
な
居
住
環
境
を
目
指
し
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分

所
有
者
等
間
の
ト
ラ
ブ
ル
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
に
、
使
用
細
則
等
マ
ン
シ
ョ
ン
の
実
態
に
即
し
た
具
体
的
な

住
ま
い
方
の
ル
ー
ル
を
定
め
て
お
く
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
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管
理
規
約
又
は
使
用
細
則
等
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
っ
た
場
合
、
管
理
組
合
の
管
理
者
等
は
、
そ
の
是
正
の
た

め
、
必
要
な
勧
告
、
指
示
等
を
行
う
と
と
も
に
、
法
令
等
に
則
り
、
そ
の
是
正
又
は
排
除
を
求
め
る
措
置
を
と
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

３

共
用
部
分
の
範
囲
及
び
管
理
費
用
の
明
確
化

管
理
組
合
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
快
適
な
居
住
環
境
を
確
保
す
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
、
共
用
部
分
の
範
囲
及
び

管
理
費
用
を
明
確
に
し
、
ト
ラ
ブ
ル
の
未
然
防
止
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

特
に
、
専
有
部
分
と
共
用
部
分
の
区
分
、
専
用
使
用
部
分
と
共
用
部
分
の
管
理
及
び
駐
車
場
の
使
用
等
に
関
し

て
ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
か
ら
、
適
正
な
利
用
と
公
平
な
負
担
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
各
部
分
の

範
囲
及
び
こ
れ
に
対
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
の
負
担
を
明
確
に
定
め
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。

４

管
理
組
合
の
経
理

管
理
組
合
が
そ
の
機
能
を
発
揮
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
経
済
的
基
盤
が
確
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
管
理
費
及
び
修
繕
積
立
金
等
に
つ
い
て
必
要
な
費
用
を
徴
収
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
費
目
を
明

確
に
区
分
し
て
経
理
を
行
い
、
適
正
に
管
理
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
管
理
組
合
の
管
理
者
等
は
、
必
要
な
帳
票
類
を
作
成
し
て
こ
れ
を
保
管
す
る
と
と
も
に
、
マ
ン
シ
ョ
ン

の
区
分
所
有
者
等
の
請
求
が
あ
っ
た
時
は
、
こ
れ
を
速
や
か
に
開
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
経
理
の
透
明
性
を
確
保

す
る
必
要
が
あ
る
。
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５

長
期
修
繕
計
画
の
策
定
及
び
見
直
し
等

マ
ン
シ
ョ
ン
の
快
適
な
居
住
環
境
を
確
保
し
、
資
産
価
値
の
維
持
・
向
上
を
図
る
た
め
に
は
、
適
時
適
切
な
維

持
修
繕
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
特
に
、
経
年
に
よ
る
劣
化
に
対
応
す
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
長
期
修
繕
計

画
を
策
定
し
、
必
要
な
修
繕
積
立
金
を
積
み
立
て
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

長
期
修
繕
計
画
の
策
定
及
び
見
直
し
に
あ
た
っ
て
は
、
「
長
期
修
繕
計
画
作
成
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
参
考
に
、

必
要
に
応
じ
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
等
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
の
意
見
を
求
め
、
ま
た
、
あ
ら
か
じ
め
建
物
診

断
等
を
行
っ
て
、
そ
の
計
画
を
適
切
な
も
の
と
す
る
よ
う
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

長
期
修
繕
計
画
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
修
繕
内
容
、
資
金
計
画
を
適
正
か
つ
明
確
に
定
め
、
そ
れ

ら
を
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
に
十
分
周
知
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

管
理
組
合
の
管
理
者
等
は
、
維
持
修
繕
を
円
滑
か
つ
適
切
に
実
施
す
る
た
め
、
設
計
に
関
す
る
図
書
等
を
保
管

す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
図
書
等
に
つ
い
て
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
の
求
め
に
応
じ
、

適
時
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

な
お
、
建
築
後
相
当
の
年
数
を
経
た
マ
ン
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は
、
長
期
修
繕
計
画
の
検
討
を
行
う
際
に
は
、
必

要
に
応
じ
、
建
替
え
等
に
つ
い
て
も
視
野
に
入
れ
て
検
討
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
建
替
え
等
の
検
討
に
あ
た
っ

て
は
、
そ
の
過
程
を
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
に
周
知
さ
せ
る
な
ど
透
明
性
に
配
慮
し
つ
つ
、
各
区
分
所
有

者
等
の
意
向
を
十
分
把
握
し
、
合
意
形
成
を
図
り
な
が
ら
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
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６

発
注
等
の
適
正
化

管
理
業
務
の
委
託
や
工
事
の
発
注
等
に
つ
い
て
は
、
利
益
相
反
等
に
注
意
し
て
、
適
正
に
行
わ
れ
る
必
要
が
あ

る
が
、
と
り
わ
け
外
部
の
専
門
家
が
管
理
組
合
の
管
理
者
等
又
は
役
員
に
就
任
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
マ
ン
シ

ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
か
ら
信
頼
さ
れ
る
よ
う
な
発
注
等
に
係
る
ル
ー
ル
の
整
備
が
必
要
で
あ
る
。

７

良
好
な
居
住
環
境
の
維
持
及
び
向
上

マ
ン
シ
ョ
ン
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
形
成
に
つ
い
て
は
、
自
治
会
及
び
町
内
会
等
（
以
下
「
自
治
会
」
と
い

う
。
）
は
、
管
理
組
合
と
異
な
り
、
各
居
住
者
が
各
自
の
判
断
で
加
入
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
と
と

も
に
、
特
に
管
理
費
の
使
途
に
つ
い
て
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
と
自
治
会
活
動
の
範
囲
・
相
互
関
係
を
整
理
し

、
管
理
費
と
自
治
会
費
の
徴
収
、
支
出
を
分
け
て
適
切
に
運
用
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
に

適
切
な
峻
別
や
、
代
行
徴
収
に
係
る
負
担
の
整
理
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
自
治
会
費
の
徴
収
を
代
行
す
る
こ

と
や
、
防
災
や
美
化
な
ど
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
業
務
を
自
治
会
が
行
う
活
動
と
連
携
し
て
行
う
こ
と
も
差
し
支

え
な
い
。

８

そ
の
他
配
慮
す
べ
き
事
項

マ
ン
シ
ョ
ン
が
団
地
を
構
成
す
る
場
合
に
は
、
各
棟
固
有
の
事
情
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
全
棟
の
連
携
を
と
っ
て

、
全
体
と
し
て
の
適
切
な
管
理
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
配
慮
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
複
合
用
途
型
マ
ン
シ
ョ
ン
に
あ
っ
て
は
、
住
宅
部
分
と
非
住
宅
部
分
と
の
利
害
の
調
整
を
図
り
、
そ
の
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管
理
、
費
用
負
担
等
に
つ
い
て
適
切
な
配
慮
を
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

三

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
の
た
め
に
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
が
留
意
す
べ
き
基
本
的
事
項
等

マ
ン
シ
ョ
ン
を
購
入
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
重
要
性
を
十
分
認
識
し
、
売
買
契
約
だ
け
で

な
く
、
管
理
規
約
、
使
用
細
則
、
管
理
委
託
契
約
、
長
期
修
繕
計
画
等
管
理
に
関
す
る
事
項
に
十
分
に
留
意
す
る
必

要
が
あ
る
。

ま
た
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
居
住
形
態
が
戸
建
て
の
も
の
と
は
異
な
り
、
相
隣
関

係
等
に
配
慮
を
要
す
る
住
ま
い
方
で
あ
る
こ
と
を
十
分
に
認
識
し
、
そ
の
上
で
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
快
適
か
つ
適
正
な

利
用
と
資
産
価
値
の
維
持
を
図
る
た
め
、
管
理
組
合
の
一
員
と
し
て
、
進
ん
で
、
集
会
そ
の
他
の
管
理
組
合
の
管
理

運
営
に
参
加
す
る
と
と
も
に
、
定
め
ら
れ
た
管
理
規
約
、
集
会
の
決
議
等
を
遵
守
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に

も
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
に
関
す
る
法
律
等
に
関
す
る
理
解
を
深
め
る
必
要
が

あ
る
。

専
有
部
分
の
賃
借
人
等
の
占
有
者
は
、
建
物
又
は
そ
の
敷
地
若
し
く
は
附
属
施
設
の
使
用
方
法
に
つ
き
、
マ
ン
シ

ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
が
管
理
規
約
又
は
集
会
の
決
議
に
基
づ
い
て
負
う
義
務
と
同
一
の
義
務
を
負
う
こ
と
に
十
分

に
留
意
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

四

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
の
た
め
の
管
理
委
託
に
関
す
る
基
本
的
事
項

管
理
組
合
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
主
体
は
管
理
組
合
自
身
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
た
う
え
で
、
管
理
事
務
の
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全
部
又
は
一
部
を
第
三
者
に
委
託
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
そ
の
委
託
内
容
を
十
分
に
検
討
し
、
書
面
を
も
っ
て
管

理
委
託
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

な
お
、
管
理
委
託
契
約
先
を
選
定
す
る
場
合
に
は
、
管
理
組
合
の
管
理
者
等
は
、
事
前
に
必
要
な
資
料
を
収
集
し

、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
に
そ
の
情
報
を
公
開
す
る
と
と
も
に
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
の
行
う
説
明
会
を

活
用
し
、
適
正
な
選
定
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
管
理
委
託
契
約
先
が
選
定
さ
れ
た
と
き
は
、
管
理
組
合
の
管
理
者
等
は
、
当
該
契
約
内
容
を
周
知
す
る
と

と
も
に
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
の
行
う
管
理
事
務
の
報
告
等
を
活
用
し
、
管
理
事
務
の
適
正
化
が
図
ら
れ
る
よ
う

努
め
る
必
要
が
あ
る
。

万
一
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
の
業
務
に
関
し
て
問
題
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
管
理
組
合
は
、
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン

管
理
業
者
に
そ
の
解
決
を
求
め
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
の
所
属
す
る
団
体
に
そ
の
解

決
を
求
め
る
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

五

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
制
度
の
普
及
と
活
用
に
つ
い
て

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
は
、
専
門
的
な
知
識
を
要
す
る
事
項
が
多
い
た
め
、
国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
マ
ン
シ
ョ
ン

管
理
適
正
化
推
進
セ
ン
タ
ー
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
制
度
が
早
期
に
定
着
し
、
広
く
利
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
よ

う
、
そ
の
普
及
の
た
め
に
必
要
な
啓
発
を
行
い
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
に
関
す
る
情
報
提
供
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

な
お
、
管
理
組
合
の
管
理
者
等
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
、
マ
ン
シ
ョ
ン
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管
理
士
等
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
の
知
見
の
活
用
を
考
慮
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

六

国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
推
進
セ
ン
タ
ー
の
支
援

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
を
推
進
す
る
た
め
に
は
、
「
マ
ン
シ
ョ
ン
標
準
管
理
規
約
」
を
は
じ
め
必
要
な
情

報
・
資
料
の
提
供
、
技
術
的
支
援
等
が
不
可
欠
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
必
要
に
応
じ
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
実
態
の
調
査
及
び
把
握
に
努
め
、
マ
ン

シ
ョ
ン
に
関
す
る
情
報
・
資
料
の
提
供
に
つ
い
て
、
そ
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
特
に
、
地
方
公
共
団
体
、
マ
ン

シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
推
進
セ
ン
タ
ー
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
等
の
関
係
者
が
相
互
に
連
携
を
と
り
、
管
理
組
合
の
管

理
者
等
の
相
談
に
応
じ
ら
れ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備
が
重
要
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
地
方
公
共
団
体
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
等
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
や
経
験
豊
か
で
地
元
の
実
情
に

精
通
し
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
か
ら
信
頼
さ
れ
る
者
等
の
協
力
を
得
て
、
マ
ン
シ
ョ
ン
に
係
る
相
談
体
制

の
充
実
を
図
る
よ
う
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
推
進
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
は
、
関
係
機
関
及
び
関
係
団
体
と
の
連
携
を
密
に
し
、
管
理

組
合
の
管
理
者
等
に
対
す
る
積
極
的
な
情
報
・
資
料
の
提
供
を
行
う
等
、
管
理
適
正
化
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
実

施
す
る
必
要
が
あ
る
。

附

則

（
平
成
二
十
八
年
三
月
十
四
日
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
九
十
号
）

（
施
行
期
日
）
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こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


